
み
や
う
ち
く
ろ

だ

丘倉

。宮
内
黒
田
遺
跡

第
二
一己

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
宮
内
字
広
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
八
年

（平
１０
）
七
月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
出
石
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
小
寺
　
誠

５
　
遺
跡
の
種
類
　
遺
物
散
布
地

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
近
世

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

当
該
木
簡
は
本
誌
第
二

一
号
に
報
告
さ
れ
た
が
、
保
存
処
理
後
、
調
査
担
当

者
小
寺
と
富
山
大
学
鈴
木
で
観
察
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
判
明
し
た
の
は
以

下
の
二
点
で
あ
る
。

〔値
挨
面
の
双
行
の
右
行
の
旧
釈
文

「此
央
□
」
が
、
「貨
〔酢
咤
と
読
め
る
こ
と
。

□
は
、
「値
」
の
第
十
画
の
縦
線
を
略
し
横
線
を
廷
ば
す
書
体
に
近
い
。

中戸
口
〔酌
蛇
√
□
□
　
　
　
女
□
可
□
□
□
□
□
□
不
〔醜
Ｍ
ぼ
□

①
　
。
「
ｏ
□
□
里
□
□
□
□
蔦

午
年
分
直
稲
八
束
度
与
賞
〔酌
肥
人

ｏ
汁
代
□
同
里
神

マ
廣
嶋

　
　

『若
田
□
者
衣
女
分
進
上
入
回
顎
平
勝
宝
四
年
十
月
九
日

〔給
力
〕

「直
受
鳥
取
マ
衣
女
」
の
左
側
に
画
指
が
存
在
す
る
こ
と
。
画
指
は
人
名
の

横
か
ら
側
面
に
切
込
み
を
伴
う
墨
点
三
つ
と
、
指
の
方
向
を
示
す

「末
」
（天

地
逆
）
で
あ
る
。

表
面
は
本
貫
地

・
戸
主

・
戸
口
な
ど
の
記
載
が
み
ら
れ
、
裏
面
に
は
田
の
面

積
と
午
年
の
直
稲
、
年
紀
が
記
さ
れ
る
。
天
平
勝
宝
四
年

（七
≡

し
は
辰
年

で
、
午
年
は
天
平

一
四
年

（七
四

じ
、
天
平
勝
宝
六
年
に
あ
た
る
。
四
〇
代
の

直
稲
八
束
と
い
う
こ
と
は
穫
稲
の
五
分
の
一
に
あ
た
り
、
田
令
公
田
条
古
記
の

地
子
率
に

一
致
し
、
賃
租
関
係
と
推
定
さ
れ
る
。
忍
海
部
馬
男
が
知
を
務
め
る

機
関
が
発
し
た
、
年
年
分
の
直
稲
を

「貨
〔醜
碇
人
」
（債
権
者
の
意
か
）
で
あ
る

神
部
広
島
に
授
与
せ
よ
と
の
命
令
、
そ
の
対
処
と
み
ら
れ
る
追
筆
の
鳥
取
部
氏

の
人
名
と
額
収
確
認
の
画
指
、
「若
」
以
下
の
但
し
書
き
が
記
さ
れ
る
。
穿
孔

が
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
簡
は
証
書
と
し
て
支
出
者
側
に
保
管
さ
れ
た
ら
し
い
。

賃
租
関
係
の
画
指
は
袴
狭
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第
二
二
号
四
∽

・

木
簡
学
会
編

『日
本
古
代
木
簡
集
成
』
三
五
四
号
木
簡
）
。

（小
寺
　
誠

・
鈴
木
景
二

〈富
山
大
学
し

」

『鳥
取
マ〔酢
東
ｒ
』

融
昭
ギ
綿
男
堰
娠
マ域
皆

膵
『
ヽ
×
伽
ｏ
×
ω

自
岸　
２．
ω




